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秋
田
県
公
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
三
十
八
号

秋
田
県
公
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
公
舎
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
用
語
の
意
義
）

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

職
員

次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

職
員

次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

㈠

県
の
職
員
（
地
方
公
務

㈠

非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
を
除
く
県
の
職
員

員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
第
三
項
に
規

定
す
る
特
別
職
の
職
員
、
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
同
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
）
及
び
県
の
機
関
に
勤
務
す

及
び
県
の
機
関
に
勤
務
す

る
国
家
公
務
員

る
国
家
公
務
員

㈡

略

㈡

略

二

略

二

略

三

公
舎
管
理
者

公
舎
の
所
管
区
分
に
従
い
、
当
該
公
舎
を
そ
れ
ぞ
れ
所

三

公
舎
管
理
者

公
舎
の
所
管
区
分
に
従
い
、
当
該
公
舎
を
そ
れ
ぞ
れ
所

管
す
る
出
納
局
長
、
建
設
部
長

及
び
警
察
本
部
長
を
い
う
。

管
す
る
出
納
局
長
、
建
設
部
長
、
教
育
長
及
び
警
察
本
部
長
を
い
う
。

四

略

四

略

（
公
舎
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
調
整
及
び
分
掌
）

（
公
舎
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
調
整
及
び
分
掌
）

第
四
条

略

第
四
条

略

２

出
納
局
長
は
、
そ
の
所
管
す
る
公
舎
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
、
財
産
活

２

出
納
局
長
は
、
そ
の
所
管
す
る
公
舎
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
、
財
産
活

用
課
長
、
地
域
振
興
局
長
（
秋
田
地
域
振
興
局
長
を
除
く
。
）
、
東
京
事
務

用
課
長
、
地
域
振
興
局
長
（
秋
田
地
域
振
興
局
長
を
除
く
。
）
、
東
京
事
務
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所
長
、
大
阪
事
務
所
長
、
名
古
屋
事
務
所
長
、

福
岡
事
務
所
長
そ
の
他
出

所
長
、
大
阪
事
務
所
長
、
名
古
屋
事
務
所
長
及
び
福
岡
事
務
所
長

納
局
長
が
指
名
す
る
課
長
に
分
掌
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

に
分
掌
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３

建
設
部
長

及
び
警
察
本
部
長
は
、
そ
の
所
管
す
る
公
舎
の
管
理

３

建
設
部
長
、
教
育
長
及
び
警
察
本
部
長
は
、
そ
の
所
管
す
る
公
舎
の
管
理

に
関
す
る
事
務
を
、
こ
れ
ら
の
者
が
指
名
す
る
所
属
の
課
長
又
は
地
方
公
所

に
関
す
る
事
務
を
、
こ
れ
ら
の
者
が
指
名
す
る
所
属
の
課
長
又
は
地
方
公
所

の
長
に
分
掌
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
長
に
分
掌
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表

別
表

公
舎
管
理
者

公
舎
の
種
類

入
居
対
象
者

公
舎
管
理
者

公
舎
の
種
類

入
居
対
象
職
員

出
納
局
長

世
帯
用
公
舎

一

知
事
部
局
、
議
会
事
務
局
、
県
教

出
納
局
長

世
帯
用
公
舎

一

知
事
部
局
、
議
会
事
務
局

育
委
員
会
、
人
事
委
員
会
事
務
局
、

、
人
事
委
員
会
事
務
局
、

監
査
委
員
事
務
局
及
び
労
働
委
員
会

監
査
委
員
事
務
局
及
び
労
働
委
員
会

事
務
局
（
以
下
「
知
事
部
局
等
」
と

事
務
局
（
以
下
「
知
事
部
局
等
」
と

い
う
。
）
に
勤
務
す
る
職
員
で
、
同

い
う
。
）
に
勤
務
す
る
職
員
で
、
同

居
す
る
親
族
を
有
す
る
も
の

居
す
る
親
族
を
有
す
る
も
の

二

略

二

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

教
育
長

教
育
庁
世
帯

一

県
教
育
委
員
会
に
勤
務
す
る
職
員

用
公
舎

で
、
同
居
す
る
親
族
を
有
す
る
も
の

二

そ
の
他
公
舎
管
理
者
が
適
当
と
認

め
る
職
員

略

略

略

略

略

略

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


